
エフエムふじごこ 第１８回番組審議委員会議事録 

 

１．開催日時 令和２年１月２７日（月曜日）  

２．開催場所 （株）CATV富士五湖 ２F会議室 

３．委員出席 委員総数 １２名  出席委員数 １０名 

出席委員の氏名 

吉沢秀雄、刑部一吉、望月 勉、萱沼 明、小野政秋、半田初幸、田辺一美、 

小俣まゆみ、白須悦子、岩森園子 

  欠席委員の氏名 

天野一則、上文司 厚 

 

       放送事業者側出席者名 

       武川以爾身、権正一雄、宮下米夫、堀口美智幸  

 

４．議  題 １）行政情報の放送について 

       ２）番組出演等の状況について 

       ３）大雪等における放送計画について 

       ４）その他 

 

５、議事の概要 

  今年の冬は、連年と比べ雪なども少ないが、当地域は大雪の経験などもあり、つねに行政に 

協力し、住民に正しい情報を伝えることが求められる。また予防的な観点から、積極的に注意 

情報なども行うことを目的として議事を進めた。 

 

６．審議内容 

番組審議委員会委員長により議事進行  

 

１）行政情報の放送について 

放送事業者側より、現在放送中の富士吉田市・西桂町・忍野村の各行政からの情報の放送 

状況の説明が行われた。 

 

（意見） 

各行政の総放送時間が異なるが、この違いは。 

 

    〔回答〕 

エフエム富士五湖の設立にあたっては、富士吉田市が主導して、地域の情報媒体となる 

ケーブルテレビ局と協働で設立された経緯があります。この設立時に、富士吉田市は、 

地域の広域行政の中核となることから、万一の災害や災害の恐れがある時を考慮し、可 

能な限り周辺の町村においても聴取可能となるように考えて設置されました。 

株主ということもありますが、行政情報も広告出稿として扱っていますので、出稿費 

用が大きい分、放送時間も多くなっています。ただし、緊急性がある情報については、 

一般行政情報とは区別して、必要な情報は市町村を問わず放送しています。 



（意見） 

放送時間については、現在のままで良いと考えるが、今後は他の行政等の放送する予定 

はあるのか？  

 

〔回答〕 

公設民営の企業ですので、スタッフは広告営業を進めていますが、現実としては非常に 

厳しい状況にあり、安定的な放送を継続するためにも、現在放送を行っていない行政に 

も出稿の提案をさせて頂いています。 

 

（意見） 

行政原稿についてのチェック体制は、どのようになっているのか？ 

 

    〔回答〕 

    行政原稿については、放送前月に基本情報を頂き、局側で放送用の原稿として作成し、 

社内チェックを行った後、メールで各行政の担当課によりチェックを行って頂いており 

ます。 

 

（意見） 

原稿の読み間違えや、つっかえたりと言った状況があるので、もう少し事前に読み込み 

を行った方が良いのではないか。 

 

    〔回答〕 

    行政情報は、消費者生活センター及び防災情報など固定的な原稿については収録による 

放送としていますが、一般行政情報については、すべて生読みとしています。 

すべての原稿を収録して放送することにより、間違いを無くすことは可能ですが、生番 

組ですので、どの様な状況にも対応できるように「生読み」としています。 

また原稿の作成時にも、読み間違えが無いように「ふりがな」を多く入れたり、放送 

前に原稿読みを行っていますが、一部お聞き苦しいい場合があるとの声もあります。 

少しでも読みやすく、間違えないように指導してまいります。 

 

  （意見） 

行政情報とは違うが、現在新型ウィルスなどの情報については、どのように扱っている 

のか 

 

〔回答〕 

厚生省からも、新型ウィルスに関する情報が出ていますので、富士吉田市の担当課（健 

康長寿課）に確認して、必要な予防対策についての放送を行っています。 

 

２）番組出演等の状況について 

放送事業者側より、令和１年１２月を例に番組へのゲスト出演の状況を報告した。 

 

 

 



（意見） 

富士吉田市の行政に関するゲスト出演が多いが、一般のゲスト出演ももう少し入れた方 

が良いと思う。 

 

パーソナリティとは異なる情報を持つ方も多いのではないかと思いますので、色々な方 

に出演して頂いたほうが良いのでは。 

 

〔回答〕 

商業的なＰＲ出ない限りは、積極的にゲスト出演をお願いしていきます。 

 

（意見） 

スタッフ数にも限りがあると思いますが、ハタオリマチのように外からの中継も入れて 

頂きたい。 

 

 ３）大雪等における放送計画についての説明 

大雪等交通障害が発生する可能性がある場合は、以下の内容を通常放送において放送す 

ることを計画しています。但し、平成２６年度の大雪の際のような場合には、可能な限 

り近い社員が出社し、必要な情報を住民に提供することを考えています。 

    ・甲府気象台からの情報 

    ・気象庁の情報 

    ・各行政機関の発表した情報、その他 

    ・計画運休、高速道路通行止め計画、その他交通情報、 

    ・その他交通情報 

 

  （意見） 

住民に身近な情報媒体として、常に的確な情報の伝達に努めて下さい。 

 

４）その他 

番組審議員の任期は、令和２年３月となっており、４月より新体制となります。 

引き続きエフエム富士五湖に対するご支援とご協力をお願いします。 

 

 

 

７．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

    

  特になし 

 

８．審議機関の答申又は意見の概要の公表 

  公表の方法 ①自社番組内において放送 

        ②事務所への備置き 

        ③自社ホームページへの掲載 （https://www.fm2255.jp/） 



  公表の内容 番組審議委員会翌日の自社番組内において、ニュース形式で開催と簡単 

な内容を伝え、詳細な内容についてはホームページへの掲載を告知した。 

 

以上 


